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令和６年６月中旬に「経済財政運営と

改革の基本方針（骨太の方針）2024」

と、それを加味して改訂された「新しい

資本主義のグランドデザイン及び実行計

画 2024 改訂版」が閣議決定されました。 

これらは、近い将来の政策の方針やそ

の実行のための計画を示すものです。人

事労務関連に着目すると、賃上げの促

進、三位一体の労働市場改革の推進、人

手不足への対応などに関する政策が気に

なるところです。骨太の方針 2024 から主

要な個別事項を紹介します。 

＜賃上げの促進＞ 

□ 最低賃金の全国加重平均 1,500 円の

2030 年代半ばまでの達成 

□ 男女間賃金格差の是正 

□ 非正規雇用労働者の正社員転換の促

進、同一労働同一賃金の更なる徹底 

□ 「年収の壁・支援強化パッケージ」

の活用促進、被用者保険の適用拡大

等の検討 

□ 建設業、トラック運送業等の賃上げ  

など 

＜三位一体の労働市場改革＞ 

□ 全世代のリ・スキリング（教育訓練

給付の拡充、団体等検定の活用等）

の推進 

□ ジョブ型人事（職務給）導入のため

の指針作成  など 

＜人手不足への対応＞ 

□ 人手不足感が高い業種（運輸・宿

泊・飲食等）における自動化技術の

利用拡大のための自主行動計画の策

定、リ・スキリング 

□ 大企業による中堅・中小企業との協

働の奨励、新技術・商品の共同開

発、副業・兼業を通じた人材派遣等  

など 

〈補足〉新しい資本主義のグランドデザ

イン及び実行計画 2024 改訂版では、

次のような更に具体的な事項も示さ

れています。 

・副業・兼業における割増賃金の支払

に係る労働時間の通算管理の見直し 

・個々の企業の実態に応じた役職定

年・定年制の見直し 

・スタートアップ等に関する裁量労働

制等の運用明確化  など 

どのような形で具体化されるのか、動

向に注目です。これらの方針など内容を

もう少し詳しく知りたいときは、気軽に

お尋ねください。 

骨太の方針2024 を閣議決定 

人事労務関連の政策方針をチェック 

［ 今月の NEWS ］

骨太の方針 2024／賃上げの促進、 

三位一体の労働市場改革の推進、 

人手不足への対応などの概要
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令和５年度の税制改正で、「給与所得者

の扶養控除等（異動）申告書（以下、扶

養控除等申告書といいます）」について、

その申告書に記載すべき事項がその年の

前年の申告内容と異動がない場合には、

その記載すべき事項の記載に代えて、そ

の異動がない旨の記載によることができ

ることとする改正が行われました（この

異動がない旨を記載した申告書を「簡易

な申告書」といいます）。この改正規定

が、令和７年１月１日以後に支払を受け

るべき給与等に係る扶養控除等申告書か

ら適用されますので、ポイントを確認し

ておきましょう。 

□ 簡易な申告書の記載方法は？ 

簡易な申告書を提出する人〔従業員〕

本人の氏名、住所又は居所及びマイナン

バーを記載の上、前年に提出した扶養控

除等申告書に記載した事項から異動が

ない旨を余白に記載するなどして提出

してもらうことになります。  

□ 従業員から簡易な申告書の提出を受

けようとする場合の留意点 

給与等の支払者〔会社〕は、簡易な

申告書の提出を受けた場合には、前年

に提出を受けた扶養控除等申告書に記

載された事項がその簡易な申告書に記

載されているものとして、源泉徴収事

務を行うこととなります。そのため、

最後に提出を受けた簡易な申告書以外

の扶養控除等申告書の内容を把握でき

るようにしておくことが必要です。 

扶養控除等申告書については、令和６

年の年末調整の際に、他の申告書とあわ

せて、令和７年分のものを提出してもら

うのが一般的ですが、この改正は、その

令和７年分の扶養控除等申告書から適用

されることになります。手続を簡易化す

るための改正ですが、初年については、

従業員に説明するなどの手間がかかりま

す。国税庁の FAQ では、従業員の方に、

簡易な申告書の提出について案内する際

に使用できる資料も紹介されていますの

で、お声掛けいただければ、ご紹介させ

ていただきます。 

令和７年分の扶養控除等申告書 

簡易化が図られます 

［ 今月の NEWS ］

簡易な扶養控除等申告書のポイント

（国税庁の FAQ から抜粋）

〔記載例〕令和７年分の扶養控除等申告書に次のように記載

※ 赤字で記載している部分が簡易な申告書に記載する必要がある事項です。 
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育児休業給付金の支給対象期間は、原

則として子が１歳にする日前までです

が、保育所等に入れなかった場合には、

子が１歳６か月に達する日前まで（再延

長で２歳に達する日前まで）延長されま

す。この延長の手続きが、雇用保険法施

行規則等の改正により、厳格化されるこ

とになりました（令和７年４月１日施

行）。そのポイントを確認しておきましょ

う。 

具体的には、延長時の「育児休業給付金

支給申請書」に、「育児休業給付金支給対象

期間延長事由認定申告書」、「市区町村に保

育所等の利用申し込みを行ったときの申

込書の写し」、「市区町村が発行する保育所

等の利用ができない旨の通知（入所保留通

知書、入所不承諾通知書など）」を、添付す

ることとされています。 

この改正に対応した認定申告書の様式

も公開されていますので、必要であれば、

お声掛けください。詳しい改正内容などに

ついても、気軽にお尋ねください。 

育児休業給付金の支給対象期間 

延長手続きを見直し（令和７年４月～） 

［ 今月の NEWS ］

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの見直し 

（厚労省のリーフレットより）  

当事務所は、以下の期間、夏季休暇とさせていただきます。 

期間 ： ８月 14 日（水）～ ８月 18 日（日） 

なお、8 月 13 日（火）は営業させていただきます。 

休暇中に頂戴したメール等につきましては、8月 19 日より順次ご対応させて頂きます。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。 

クロウドからのお知らせ
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□ 平均賃金方式で回答を引き出した 5,284 組合の「定昇相当込み賃上げ計」は加重平

均で 15,281 円・5.10％（昨年同時期比 4,721 円増・1.52 ポイント増）。 

うち 300 人未満の中小組合 3,816 組合は 11,358 円・4.45％（同 3,337 円増・1.22 ポイン

ト増）となった。 

□ 規模計の定昇相当込み賃上げ率（加重平均）について、最終集計まで５％超えを維持

したのは、33 年ぶり。 

連合（日本労働組合総連合会）は、令

和６年７月１日時点で、2024 春季生活闘

争の第７回（最終）回答集計を行い、そ 

の結果を公表しました。 

そのポイントを確認しておきましょう。 

8/13 ● 7

8/31 ● 7月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 6 月決算法人の確定申告と納税・12 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 9 月・12 月・翌年 3月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

令和６年春闘 最終の回答集計結果 

平均賃上げ率「33年ぶりの５％超え！」 

［ 今月の NEWS ］

2024 春季生活闘争の第７回（最終）回答集計の結果のポイント 

ひとまず、令和６年春闘は上々の成果を上げたといえるかもしれません。 

今後に向けては、物価を上回る賃上げがいつ実現するのか、企業規模による格差をどう

埋めていくのか、といった点が注目を集めることになりそうです。 

お仕事 

カレンダー

８月
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令和６年７月初旬、「令和６年財政検

証」の結果が公表されました。 

そのポイントをチェックしておきまし

ょう。 

この結果について、厚生労働大臣は、１

人当たりの成長率をゼロと見込んだケー

スを除いた３つのケースにおいて、将来に

わたって所得代替率 50％を確保できるこ

とが確認されたとし、「公的年金制度の持

続可能性が確保されていることが改めて

確認できた」とコメントしています。 

しかし、どう転んでも、所得代替率は現 

在よりも低下する結果となっており、各人 

確認 「財政検証」は、国民年金法及び厚

生年金保険法に基づき、少なくとも５年ご

とに、今後概ね 100 年間の公的年金財政の

見通しを検証するものです。 

が公的年金以外（たとえば、iDeCo などの

個人年金）で老後資金を補う必要がある

といえます。 

なお、今回の財政検証では、一定の制

度改正を仮定したオプション試算も行わ

れましたが、今後は、その結果も踏まえ

て、次期年金制度改正の議論が本格化す

ることになります。動向に注目です。 

令和６年財政検証の結果を公表 

複数の経済前提で所得代替率50％は維持 

［ 今月の NEWS ］
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7 月 24 日に開かれた今年度の最低賃金

の目安額を決める「中央最低賃金審議

会」で、今年度の引き上げ額の目安につ

いて、全国平均で過去最大の 50 円

（+4.98%）とすることが決まりました。

目安通りとなれば、全国平均は 1,054 円

となります。 

Ａランク：50 円 

・・東京、大阪、愛知など（6都府県） 

Ｂランク：50 円 

・・広島、岡山、福岡など（28 道府県） 

  Ｃランク：50 円 

・・鳥取、高知、沖縄など（13 県） 

 目安額については、物価高の影響などを

踏まえて大幅な引き上げを求めた労働者

側に対し、経営側は規模が小さい企業ほ

ど価格転嫁できていないなど慎重な姿勢

を示したことで議論が難航しました。 

しかし最終的には、物価上昇への対応

と歴史的な高水準だった春闘の賃上げ状

況を背景に労使双方が折り合いました。 

2013 年度の全国平均は 764 円だった最

低賃金も、年々右肩上がりに上昇。昨年

は 43 円という過去最大の引き上げ幅で

1,004 円となり、初めて全国平均が 1,000

円を超えました。そして今年の引き上げ

により、新たに 8道県の最低賃金が 1,000

円台に達し、1,000 円の大台乗せは全国で

16 都道府県に増えることになります。 

さて、この引き上げ額の目安に基づい

て都道府県ごとに定められるのが「地域

別最低賃金」です。原則として、その都

道府県で働くすべての労働者に適用され

ますので、正規雇用はもとより、パート

やアルバイト、臨時・嘱託といった雇用

形態や呼称に関係なく、また、外国人労

働者も含め国籍や年齢、性別にかかわり

なく、すべての労働者に適用されること

になります。 

今後のスケジュールですが、都道府県

でそれぞれ議論され、概ね 8 月中には地

域別最低賃金が決定される見通しです。

なお改定時期は 10 月上旬です。続報が入

り次第順次お知らせいたします。 

最後に来年の最低賃金引き上げ額の展

望についてです。岸田政権では、「新しい

資本主義」実現に向けて、2030 年代半ば

までに最低賃金の全国平均 1,500 円とな

ることを目指す目標を掲げています。 

さらに「経済財政運営と改革の基本方

針 2024(令和 6 年 6 月 21 日閣議決定)」に

は、その目標をより早く達成できるよう

＂賃上げ支援を強力に推進する＂と明記

されています。以上のことから、来年に

つきましても今年同様に 50 円前後の上げ

幅を予定しておくべきだと思われます。 

【速報】 ２０２４年度の最低賃金 

［ 労務情報 ］

今年度の最低賃金の目安額 

来年の展望 

地域別最低賃金 
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助成金の最新情報・活用ポイント 

［ 助成金情報 ］
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［ 助成金情報 ］

助成金活用についてご質問がある場合は、 

お気軽に弊事務所までお問い合わせください。 
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参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 他 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html
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有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率(福山所) 広島県有効求人倍率 全国有効求人倍率
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2024
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現金給与総額（5人以上）

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県

労働関係指標（2024 年 5 月) 

有効求人倍率 

（季節調整値※） 

全国  1.24 倍 

有効求人数 

全国 2,362,973 人

有効求職者数 

全国 2,068,269 人 

広島県 1.43 倍 広島県 65,114 人 広島県 45,481 人 

福山市 1.51 倍 福山市 12,424 人 福山市  8,228 人

※ 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値） 

定期給与 現金給与総額（2024 年 4 月)

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県 
295,709 円 381,880 円 291,155 円 274,785 円 274,097 円 

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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参考：労働力調査 - 統計情報 ¦ 広島県 (hiroshima.lg.jp)他

※完全失業率：「労働力人口」に占める「完全失業者」の割合
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完全失業者数（広島県）と完全失業率

完全失業者数（広島県） 全国 中国地方 東京都 大阪府 広島県 岡山県

労働関係指標（2024 年 1 月～3 月期平均) 

完全失業率 

広島県 2.1% 

完全失業者数 

広島県  31,000 人

就業者数 

広島県 1,431,000 人 

東京都 2.5% 東京都 213,000 人 東京都 8,377,000 人 

大阪府 3.3% 大阪府 159,000 人 大阪府 4,729,000 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］

人
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「水よく船を浮かべ、水よく船を覆す。

ただこのことを、よく心得られよ」 

徳川家康が二代将軍・秀忠に度々言い

聞かせたといわれる教訓です。 

船を幕府、水を領民にたとえ、「水(領

民)は上手に船(幕府)を浮かべるけれど、

その気になったら水(領民)はいつでも船

(幕府)を転覆させることができる。この

道理をよくわきまえておくように」とい

う意味で後世に語り継がれています。 

一方で船を主人、水を部下にたとえる

と、人情一辺倒でない極めて現実主義的

な家康の部下管理法がみえてきます。「水

(部下)は船(主人)を浮かべる。が、時に

は波立って覆すこともある。ゆえに油断

できない。安心してはいけない」と。 

6 歳から 19 歳になるまで、実に 10 年以

上もの長い年月を人質として他国で過ご

し、いつ殺されるかわからない人生を歩

んできた徳川家康。主従関係にも緊張感

を忘れないようにしていたのでしょう。 

石田三成が豊臣秀吉から 4万石を与え

られて大名になったときの逸話です。 

秀吉から「大名になったのだから、さ

ぞ部下を増やしたのだろう。何人だ」と

問われたとき、三成は「一人です。島左

近を召し抱えました」と答えました。 

島左近の名前を聞いた秀吉は驚き、三

成に問います。「島左近は大物だぞ。よく

お前の部下にできたな」と。すると三成

は答えます。「私の領地の半分(2 万石)を

与えました。惜しくはありません」と。 

秀吉は感嘆します。「主君と家臣の領地

が同じ大きさとは聞いたことがない。だ

がそれぐらいしなければ島左近ほどの大

物がお前の部下になることはないだろ

う。いやはや大したものだ」と。 

秀吉の恩に報いるべく、秀吉亡き後も

豊臣家を支えた石田三成。その三成を参

謀軍師という立場で支えた島左近。10 年

後、主従二人は、強大な敵・徳川家康に

対し、天下分け目の戦いを挑むのです。

偉人・名将の一言一行 

［ 歴史探訪 ］

水よく船を浮かべ、 

水よく船を覆す 

徳川家康 

君臣禄を分かつ 

石田三成 


